
 

 

9.19.19.19.1運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について    

 

 

  日本郵便（株）信越支社 郵便・物流オペレーション部は、本日（8 月 26 日）、

「9.1運送施設の改正」について、地方本部に説明してきました。 

 

表記概要は、新潟地域内における大口事業所対応や集配業務改善等により、関係

局の業務運行がスムーズに行われるよう運送便を改正するものです。 

 

１．改正路線等 

   新潟地域内の 7 路線 

 （１）新潟・燕線および、新潟・燕（大口）工業団地線 

燕局上三号便救済のため。 

 （２）新潟・西川（燕）線 

燕局上二号便救済および、西川局の差立時間確保のため。 

 （３）新潟・十日町（小千谷）線 

状態的臨時便変更を既定化するため。 

 （４）新潟・六日町線および、六日町・大和線 

    大和局受持のエリア局取集時間変更に伴う対応のため。 

 

   調整内容やダイヤグラム等の詳細については、支社資料を参照願います。 

 

２．輸送情報システムの変更 

   既定便におけるシステムの登録変更は、支社において実施します。 

 

３．その他 

   この件の実施に伴う服務表の改正はありません。 

 

 

【労使対応】 情報提供 
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